
                        

児童生徒見守り重点日 

 

  （１）令和７年度の取組 

・ 協議会員は各地域の交通・防犯上注意を要する場所にて下校時刻から 

１時間程度、見守りを行う。 

・ 防災無線により重点日の広報を行う。 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

  （２）令和８年度の取組予定 

 

 

 

 

 

 実施日 各校の学年別下校時刻 

第１回 令和７年 ５月 20日（火） 13：20～17：00頃 

第２回 令和７年 10月 ８日（水） 14：10～16：45頃 

第３回 令和８年 ２月 10日（火） 
小学校 14:10～15:15頃 

中学校 11:55～14:55頃 

 実施予定日 各校の学年別下校時刻 

第１回 令和８年 ５月 19日（火） 実施が近くなったらお知らせ 

第２回 令和８年 10月 ７日（水） 実施が近くなったらお知らせ 

第３回 令和９年 ２月 10日（水） 実施が近くなったらお知らせ 
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